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1．はじめに 

 本資料は，東海第二発電所で実施した原子炉圧力容器の特別点検について，実施した内容を

とりまとめたものである。 

2．要求事項 

 対象の機器・構造物，その対象の部位，着目する劣化事象及び点検方法は，「実用発電用原

子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」（以下，「運用ガイド」という。）に定められ

ている。 

表 2.1 要求事項の概要 

対象の機器・構造物 対象の部位 
着目する 

劣化事象 
点検方法/点検項目 

原子炉圧力容器 

母材及び溶接部（ジェット

ポンプライザーブレース

アーム溶接部を含む。）（蒸

気乾燥器，気水分離器，ジ

ェットポンプビーム及び

インレットミキサーを取

り外した状態で点検可能

な炉心領域の全て） 

中性子照射脆化 
○超音波探傷試験による欠

陥の有無を確認 

給水ノズルコーナー部（最

も疲労損傷係数が高い部

位） 

疲労 

○磁粉探傷試験若しくは浸

透探傷試験又は渦電流探

傷試験による欠陥の有無

の確認 

制御棒駆動機構（ＣＲＤ）

スタブチューブ（全数），

ＣＲＤハウジング（全数），

中性子束計測ハウジング

（ＩＣＭ）（全数）及び差

圧検出・ほう酸水注入ノズ

ル 

応力腐食割れ 

○目視試験（MVT-1）による

炉内側からの溶接部の欠

陥の有無の確認及び浸透

探傷試験又は渦電流探傷

試験による CRD ハウジン

グ及び ICM に対する，内

面の溶接熱影響部の欠陥

の有無の確認 

ドレンノズル 腐食 
○目視試験（VT-1）による

内面の確認 

基礎ボルト（全数） 腐食 

○超音波探傷試験によるボ

ルト内部の欠陥の有無の

確認 
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3．点検方法 

 本章では母材及び溶接部，給水ノズルコーナー部，制御棒駆動機構（以下，「CRD」という。）

スタブチューブ，CRD ハウジング，中性子束計測ハウジング，差圧検出・ほう酸水注入ノズル，

ドレンノズル，基礎ボルトに対する点検方法を説明する。 

 3．1 母材及び溶接部 

  3．1．1 点検の概要 

    原子炉圧力容器については，建設時に母材と溶接部に対して超音波探傷試験（以下，

「UT」という。）を実施し，割れその他の有害な欠陥がないことを確認している。また，

運転開始後は供用期間中検査として溶接部に対する UT を実施しており，割れその他の

有害な欠陥は認められていない。 

今回の特別点検では，これまでの供用期間中検査では試験対象としていない母材部分

まで試験範囲を広げ，割れその他の有害な欠陥の有無を炉心領域全域にわたって確認し

ている。 

この試験対象である炉心領域について，燃料有効長の範囲として UT を実施したが，

原子炉圧力容器底部からの燃料有効長頂部（以下，「TAF」という。）の位置について，

本来とは異なる値である 9152 mm として試験を行った。 

このため，正しい TAF の位置である 9203 mm までの UT を追加で実施することとし，

実施にあたってはこの範囲に対して十分に余裕をもった範囲の探傷を行うものとした

（添付資料 1及び 2）。 

  3．1．2 点検方法 

    試験対象は図 3.1.2.1 に示すとおり，炉心に装荷された燃料集合体の有効長の範囲と

し，母材部と周方向溶接継手，長手方向溶接継手，低圧注水管台周辺（溶接部含む），

計装管台周辺，ジェットポンプライザーブレースパッド部（ジェットポンプライザーブ

レースアーム溶接部含む），照射試験片ブラケットパッド部とした（添付資料 3）。中性

子照射脆化に対する健全性評価上厳しい箇所は，炉心領域の胴であり，東海第二の胴内

表面での中性子照射量は，2016 年 11 月時点で 3.26×1017 n/cm2（E＞1 MeV）程度，運

転開始後 60 年時点で 5.35×1017 n/cm2（E＞1 MeV）程度と評価している。また，試験部

の材質は，ASME SA-533 Gr.B Cl.1 である。なお，実際の探傷は，炉心領域を十分カバ

ーできるよう，炉心領域にかかる低圧注水管台や計装管台を含めて実施している。 

母材部については自動探傷及び手動探傷（垂直法，フェーズドアレイ法 0°，±45°）

を原子炉圧力容器外面から実施している。それぞれの領域は，東海用ベッセルスキャナ

ー（図 3.1.2.2）の可動範囲に収まる長方形のブロックに分割しており，東海用ベッセ

ルスキャナーはブロック内の探傷（鉛直方向および円周方向）が完了したら移動して次

のブロックの探傷を行う。それぞれのブロックに対する探傷範囲は試験装置の走行距離

を設定することに加え，探傷開始前に原子炉再循環水出入口管台にレーザー距離計を設

定し確認している。また，鉛直方向・周方向それぞれに一定幅を加えて探傷範囲を重複

させ，隣のブロックとの間で探傷漏れが無いようにしている。ブロック内の鉛直方向・

円周方向の探傷は，それぞれの走査ラインが振動子の径の半分以上をオーバーラップす

るように行っており，探触子の走査速度は 150 ㎜/s 以下としている。 

周方向溶接継手，長手方向溶接継手については自動探傷及び手動探傷（垂直法，斜角

法 45°，60°）を原子炉圧力容器外面から実施している。なお，周方向溶接継手，長手

方向溶接継手の重なる部分については，周方向溶接継手，長手方向溶接継手の二つの領

域で重複して探傷している。 

原子炉圧力容器と低圧注水管台の溶接部については手動探傷（垂直法，斜角法 45°，

60°）を原子炉圧力容器外面から実施している。 

    低圧注水管台周辺，計装管台周辺についてはそれぞれ全数を対象に手動探傷（フェー

ズドアレイ法 0°，20°，45°）を原子炉圧力容器外面から実施している。 

追加で実施した UT は上記の方法で範囲を拡大している他，実際の探傷においては低

圧注水管台，計装管台については全周を探傷することとし，低圧注水管台とセーフエン
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ドの溶接部（垂直法，斜角法 45°），低圧注水管台内面の丸みの部分（斜角法 70°），

原子炉圧力容器と計装管台の溶接部（フェーズドアレイ法 35°）を追加して原子炉圧力

容器外面から手動探傷を実施している。 

    ジェットポンプライザーブレースパッド部，照射試験片ブラケットパッド部について

はそれぞれ全数を対象に自動探傷（フェーズドアレイ法 0°，±35°）を原子炉圧力容

器外面から実施している。 

    ジェットポンプライザーブレースアーム溶接部については全数を対象にジェットポ

ンプライザーブレース母材側まで試験対象範囲とし，自動探傷（斜角法 45°，70°）を

原子炉圧力容器内面から実施している。試験装置を図 3.1.2.3 に示す。 

    試験対象毎の UT 検査手法について，実機の試験前に実施したモックアップ試験内容

を含め添付資料 4に示す。 
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図 3.1.2.1 試験対象（炉心領域）

図 3.1.2.2 東海用ベッセルスキャナー

炉心領域

炉心領域

管台

①低圧注水管台（3 箇所）

②計装管台（4 箇所）

③ジェットポンプライザーブレース
パッド部（原子炉圧力容器内面
20 箇所）

④照射試験片ブラケットパッド部
 （原子炉圧力容器内面 3 箇所）

原子炉圧力容器底部より 9203 mm 

原子炉圧力容器底部より 5494 mm 








































































































































































































